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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税は含まれておりません。 

 ２ 当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しますが１株当

たり中間純損失であるため記載しておりません。 

 ３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。  

 ４ 平成18年９月中間期及び平成19年３月期における従業員数増加の主な要因は、連結子会社(ENDO Lighting

(THAILAND)Public Co.,LTD.)で発生した従業員採用によるものです。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 8,381 8,562 8,736 18,346 18,727

経常利益 (百万円) 717 621 431 1,946 1,376

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) 404 116 △39 1,055 352

純資産額 (百万円) 8,752 9,558 10,006 9,491 10,338

総資産額 (百万円) 16,937 18,639 19,510 17,012 19,128

１株当たり純資産額 (円) 665.76 708.25 747.72 716.65 761.60

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) 32.06 8.80 △2.93 80.99 26.62

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 31.55 8.72 - 79.80 26.42

自己資本比率 (％) 51.7 50.4 51.3 55.8 52.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △70 △79 △409 1,273 305

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △218 △787 △149 △834 △1,491

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,147 1,036 928 △450 679

現金及び現金同等物 
の中間(期末)残高

(百万円) 2,023 1,358 1,098 1,182 721

従業員数 
〔外、平均臨時 
従業員数〕

(名)
782 

〔65〕
924

〔63〕
1,079
〔68〕

795 
〔60〕

943
〔66〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。  

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 8,253 8,495 8,597 18,132 18,407

経常利益 (百万円) 642 682 432 1,781 1,603

中間(当期)純利益 (百万円) 411 207 8 1,057 566

資本金 (百万円) 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529

発行済株式総数 (千株) 13,462 13,462 13,462 13,462 13,462

純資産額 (百万円) 8,356 8,922 8,969 8,924 9,114

総資産額 (百万円) 16,404 17,828 17,819 16,390 17,429

１株当たり配当額 (円) 10.00 12.50 12.50 25.00 25.00

自己資本比率 (％) 50.9 50.0 50.3 54.4 52.3

従業員数 
〔外、平均臨時 
従業員数〕

(名)
376 

〔65〕
406

〔63〕
440

〔67〕
382 

〔60〕
403

〔66〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の子会社)が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

４ 従業員数が当中間連結会計期間において、前連結会計年度末から136名増加しておりますが、連結子会社

（ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,LTD．）で発生した従業員採用によるものです。 

５ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

照明器具関連事業
1,008
〔57〕

家具関連事業
46

〔 6〕

全社(共通)
25

〔 5〕

合計
1,079
〔68〕

従業員数(名)
440
〔67〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰により、原材料、資材等の価格が上昇す

るなど企業収益に少なからず影響がありましたものの、民間設備投資の増加や個人消費の伸びを背景に

企業の設備投資の増加や雇用環境の改善がみられ、景気の緩やかな回復基調を維持しながら推移しまし

た。 

 このような状況の下で、当社グループは高付加価値空間創造企業として、環境を重視した高効率照明

器具や省エネルギーに対応した新製品開発並びに顧客満足度向上と生産性向上に取り組んでまいりまし

た。 

その結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高は87億36百万円（前中間連結会計期間比

2.0％増）となりました。また、原材料の高騰に加え、在庫評価減・製品保証引当金計上・繰延税金資

産の償却等により、経常利益は4億31百万円（前中間連結会計期間比30.5％減）となりました。更に、

将来の為替リスクに備えるための為替予約評価損1億82百万円及びアルミニウムスワップ評価損40百万

円並びに家具展示場の撤去費用1億42百万円の特別損失を計上致しました結果、残念ながら中間純損失

は39百万円（前年同期は中間純利益1億16百万円）となりました。 

 下半期につきましては、わが国経済は、内外需要に支えられ拡大基調が続き堅調に推移していくこと

が期待されますが、原材料や資材等の価格の高騰などの懸念材料もあることから、経営環境は厳しい状

況が続くものと予想されます。  

 当社グループといたしましては、環境に配慮した高効率製品、高品質でハイセンスな新製品の開発に

引き続き積極的に取り組むとともに東京青山並びに大阪本社ショールームを活用して受注活動を進めて

まいります。 

また、健全な企業体質を構築するために経営基盤の質的な強化と会社価値の向上に取り組んでまいり

ます。 

各事業分野別の状況は下記のとおりであります。 

① 照明器具関連事業 

商業施設用照明につきましては、建築基準法の一部改正などの影響もあり業界全体としては引き続

き厳しい状況でありましたが、東京青山並びに大阪本社ショールームを活用して、各種専門店や百貨

店への提案を活発に実施した結果、大手百貨店等の案件を着実に受注することが出来ました。 

 また、前期に海外市場へ本格的に営業を開始した結果、多数の大型物件への図面指定が進捗してい

ますが製品の納入は翌期以降となることから売上高は微増となりました。 

また、レンタルビジネス主体の子会社イーシームズ株式会社は、食品スーパーを初め、流通店舗の

新店または既存店での照明器具及び制御機器による消費電力の削減について、顧客の高い評価を得、

順調に契約件数は伸ばしております。 

海外子会社であるENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,LTD.は、為替の変動並びに原材料の高騰の

影響を受けましたが、為替予約の実施並びにコストダウンに取り組んだ結果、収益も回復傾向となり

ました。また、昆山恩都照明有限公司（中国）は本格的な海外販売に伴う主な供給拠点としての体制

作りを優先し、高品質でローコストな製品の安定供給に向けての生産管理体制の強化に取り組みまし

たが、引き合い物件の多くが大型案件で納品は翌期になることから今期の利益貢献には至りませんで

した。 

このような状況のもと、当中間期の売上高は84億60百万円（前中間連結会計期間比1.6％増）、営

業利益は10億4百万円（前中間連結会計期間比22.9％減）となりました。 

② 家具関連事業 

家具関連事業のうち、インテリア家具・用品販売については、本年５月に業務用家具に特化した新



カタログを発刊し、建築士やインテリアデザイナー等に配布し東京青山並びに本社ショールームを

活用し積極的に販促活動に取り組む一方、家具流通における代理店との契約の強化を図りました。ま

た、拠点営業所には家具専任の営業スタッフを配置する等ブランドの浸透と販路開拓を積極的に進め

た結果、前期に比べ売上は順調に伸びてまいりました。 

一方、システム収納家具は、タイの子会社にて品質向上及びコストダウンに取り組んだ結果、利益

体質に改善されつつあるものの納品は下期に集中しているため、当中間期には殆んど寄与していませ

ん。 

 このような状況のもと、当中間期の売上高は2億76百万円（前中間連結会計期間比19.0％増）、営

業損失は2億98百万円（前年同期は営業損失2億17百万円）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

売上高は84億48百万円とほぼ前年並みとなりましたが、営業利益は為替変動・原材料高騰並びに家

具関連事業の販路開拓に伴う販売費及び一般管理費の増加により、6億20百万円と前年同期比36.8％

減となりました。 

② アジア 

売上高は20億31百万円と前年同期比26.1%の増収となりました。 

 これは、親会社からの受注増・海外売上の増加・為替変動が主な要因であります。 

 一方、営業費用が原材料高騰・子会社人員増に伴う労務費増等で増加したことにより1億42百万円

の営業損失（前年同期は営業損失14百万円）となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、10億98百万円（前中間連結会計期間比19.1％

減）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9百万円の減少（前中間連結会計期間比3億30百万円の減

少）となりました。  

 この主な要因は、税金等調整前中間純利益59百万円、減価償却費2億79百万円、包括的長期為替評価

損2億23百万円の増加があった一方で、棚卸資産の増加などによる運転資本の減少8億12百万円等があっ

たことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億49百万円の減少（前中間連結会計期間比6億38百万円の増

加）となりました。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入による収入13億円により9億28百万円の増

加（前中間連結会計期間比10.4％減）となりました。  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は製造原価によっております。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループは主に需要予測に基づく見込生産方式を採用しているため、該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主要な販売先(総販売実績に対する割合が10％以上)に該当するものはありません。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間おいて当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

照明器具関連事業 2,057 128.9

家具関連事業 20 99.8

合計 2,078 128.6

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

照明器具関連事業 8,460 101.6

家具関連事業 276 119.0

合計 8,736 102.0



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、「世界のブランドＥＮＤＯに」をビジョンに、新たなる成長のステージへと邁進して

おります。創業以来の当社戦略キーワードである独自性を貫く画期的なビジネスモデルへの挑戦として、

競合優位の商品開発、海外製造拠点とのトライアングル生産体制の強化に注力しています。また、業界初

の試みにも意欲的に取組み、インテリア家具事業との相乗効果、販路と事業領域拡大効果を狙うレンタル

事業等活動の領域を広げています。 

コアとなる照明事業では、主力となる商業施設分野で独自の反射板設計技術を生かし、高効率で省エネ

性能の高い商品開発を行っています。欧州や中国などで開催される照明業界 大規模の展示会でも高い評

価をいただいています。 

 海外トライアングル生産体制につきましては、独自製品を品質・価格・製品供給などあらゆる面で世界

のニーズに対応し、また、海外で培ったノウハウを日本市場へフィードバックする仕組みを構築し、シナ

ジー効果を図っています。 

 インテリア家具事業、レンタル事業につきましては、照明事業のビジネスモデルや技術力、提案力を生

かして、付加価値空間創造のためのビジネスパートナーとして高い評価を受けられるように事業領域を拡

大させています。 

 なお、照明という私たちの事業活動が地球環境に与える影響を真摯に受け止め、温暖化対策の製品開発

などにも引き続き積極的に取り組み、社会的責任を果たしてまいります。 

当中間連結会計期間における照明器具関連事業の研究開発活動につきましては、照明技術研究所及び子

会社である昆山恩都照明有限公司並びにENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,LTD.の開発部門が、また、

家具関連事業につきましては、インテリア家具事業部の開発部門及び国内外の協力会社が、交互に連携、

連動しながら開発活動を展開いたしました。  

 なお、当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費総額は1億98百万円であり、当該

金額には研究開発部門の人件費及び諸経費1億51百万円が含まれております。 

  

当社グループの照明器具関連事業の研究開発活動は、次の通りであります。 

  

コア技術分野 

高品位な配光性能を追究するＬＥＯＰＴＥシリーズは日本はもとより世界の照明市場で通用する技術か

ら生まれています。効率のよい光源と高性能な反射板を組み合わせることで実現しますので当社からのラ

ンプメーカーへも要求性能を提示して進めています。特に 近、飛躍的に高性能になったＬＥＤにつきま

しては新光源として応用製品開発に経営資源を投入しています。  

また、エネルギーを消費する照明をコア事業とする私たちは、環境保全への取り組みにも注力し、より

少ないエネルギーでより価値の高い照明環境を実現する、技術開発と照明ノウハウの提供にも努めていま

す。高付加価値空間の創造には、 良の演出によって、商業施設や建築施設などの空間がビジネス成果を

上げる価値はもちろん、 良のエネルギー効率によって、空間が人と地球の共生に貢献するという価値も

含め開発を進めています。 

  

製品開発分野 

当社が高いアドバンテージを持っている光制御技術を生かした高効率反射板設計を核として社会ニーズ

に適合する省エネ提案製品の開発強化を図りました。特に急速に性能が向上してきているＬＥＤの応用製

品に注力し、従来の白熱光源と対比しても大きな省エネ性能を有する製品開発が実現可能な段階にきてい

ます。 



①ＬＥＤ照明器具の開発 

 当社が独自で開発したＬＥＤモジュールを搭載した高効率で高機能なＬＥＤ照明器具の開発に重点的に

取り組んでおります。2008年に更新発行します総合カタログでは多くのＬＥＤ照明器具の発売を予定して

おります。 

②テクニカル照明器具開発 

 高効率なランプ選択と特殊金型設計による高性能な反射板を有するＬＥＯＰＴＥシリーズを強化し、得

意分野である商業施設以外に建築分野でも高い評価を受けています。 

また、食品スーパー市場を中心に、顧客に直接ニーズ確認を行いソリューション提案を行っていますが

実績も着実に増加し、顧客ニーズ変化を反映した製品開発を推進しています。例年出展していますスーパ

ーマーケット・トレードショーにつきましても来年度も参加し、当社のソリューション提案を進めていく

予定にしております。 

また、世界の建築物件を視野に入れ2008年発刊予定の「2008-2010総合カタログ」に向けた新製品開発

を重点的に取り組んでおります。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 国内子会社及び在外子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。 

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとお

りであります。 

  

 
(注) 上記の金額に消費税は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。 

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメント 
の名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完成年月 完成後の増加能力

イーシームズ
(株)

本社(大阪市中央区)
及び他２営業所

照明器具 
関連事業

レンタル資産 81 平成19年 9月 ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,800,000

計 35,800,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,462,068 13,462,068
大阪証券取引所
市場第二部

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

計 13,462,068 13,462,068 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 － 13,462 － 3,529 － 2,169



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
３ 下記の法人から大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付を受けておりますが、当社としては、当中間会計

期間末現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には反映しておりませ

ん。 

  

    （大量保有報告書の内容） 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

遠 藤 良 三 奈良県奈良市 1,638 12.16

株式会社アーバン 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 1,372 10.19

有限会社遠藤興産 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 1,000 7.42

遠 藤 正 子 奈良県奈良市 669 4.97

シービーエヌワイチャールズシ
ュワッブエフビーオーカスタマ
ー 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社）

101 MONTGOMERY STREET,SAN FRANCISCO 
CA,94104 USA
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

575 4.27

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町2丁目11番3号 563 4.18

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 405 3.00

ノーザン トラスト カンパニ
ー エイブイエフシー サブ 
アカウント アメリカンクライ
アント 
（常任代理人 香港上海銀行 
東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 
E14 5NT UK
（東京都中央区日本橋3丁目11番1号）

388 2.88

遠藤照明従業員持株会 大阪市中央区本町１丁目６番19号 383 2.84

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 330 2.45

計 ― 7,326 54.36

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 563千株

氏名又は名称 住所 提出日
報告義務
発生日

所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数割合(％)

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門 
四丁目３番１号

平成19年
 7月 3日

平成19年
 6月29日

682 5.07

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門 
四丁目３番１号

平成19年
 8月 7日

平成19年
 7月31日

543 4.04



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権70個)含まれて

おります。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記の他、株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が3,000株(議決権30個)

あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

88,500
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,372,800
133,728 同上

単元未満株式
普通株式

768
― 同上

発行済株式総数 13,462,068 ― ―

総株主の議決権 ― 133,728 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社遠藤照明

大阪市中央区本町１丁目
６番19号

88,500 ― 88,500 0.65

計 ― 88,500 ― 88,500 0.65

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 848 721 705 700 695 649

低(円) 693 680 678 650 600 582



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表及び中間

財務諸表について、太陽ASG監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,358 1,106 728

 ２ 受取手形及び売掛金 ※4 3,510 3,519 3,834

 ３ たな卸資産 4,912 5,680 5,079

 ４ 繰延税金資産 343 429 505

 ５ その他 ※2 890 463 644

   貸倒引当金 △12 △14 △14

   流動資産合計 11,002 59.0 11,185 57.3 10,777 56.3

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物及び構築物 ※1 4,572 4,484 4,471

    減価償却累計額 2,274 2,297 2,238 2,245 2,204 2,267

  ２ 機械装置及び 
    運搬具

1,429 2,029 1,979

    減価償却累計額 986 443 1,351 678 1,285 693

  ３ 土地 ※1 2,825 2,856 2,855

  ４ 建設仮勘定 192 1 8

  ５ その他 935 1,250 1,120

    減価償却累計額  624 311 748 501 670 449

    有形固定資産合計 6,069 32.6 6,283 32.2 6,275 32.8

 (2) 無形固定資産

  １ ソフトウェア 143 125 132

  ２ 電話加入権 22 22 22

  ３ 土地使用権 94 103 99

    無形固定資産合計 260 1.4 252 1.3 254 1.4

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 140 128 135

  ２ 繰延税金資産 590 583 552

  ３ その他 798 1,355 1,370

    貸倒引当金 △222 △278 △237

  投資その他の 
資産合計

1,307 7.0 1,789 9.2 1,820 9.5

    固定資産合計 7,637 41.0 8,325 42.7 8,350 43.7

    資産合計 18,639 100.0 19,510 100.0 19,128 100.0



 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 3,410 2,952 3,088

 ２ 短期借入金 ※1 973 1,630 1,332

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金

※1 910 996 836

 ４ １年内償還予定社債 92 254 300

 ５ 未払法人税等 66 52 103

 ６ 賞与引当金 280 246 384

 ７ 役員賞与引当金 － － 12

 ８ 製品保証引当金 － 285 235

 ９ その他 1,394 802 1,039

流動負債合計 7,126 38.2 7,220 37.0 7,332 38.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 254 － －

 ２ 長期借入金 ※1 1,062 1,309 659

 ３ 退職給付引当金 206 237 217

 ４ 役員退職慰労引当金 364 329 372

 ５ 繰延税金負債 － 156 132

 ６ その他 68 251 75

固定負債合計 1,954 10.5 2,284 11.7 1,457 7.6

   負債合計 9,081 48.7 9,504 48.7 8,790 46.0

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,529 3,529 3,529

 ２ 資本剰余金 2,177 2,176 2,177

 ３ 利益剰余金 3,652 3,518 3,723

 ４ 自己株式 △67 △30 △64

株主資本合計 9,292 49.9 9,193 47.1 9,366 49.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

57 33 53

 ２ 繰延ヘッジ損益 △46 354 321

 ３ 為替換算調整勘定 93 417 371

   評価・換算差額等 
   合計

105 0.5 806 4.1 746 3.9

Ⅲ 少数株主持分 160 0.9 6 0.0 226 1.1

   純資産合計 9,558 51.3 10,006 51.3 10,338 54.0

   負債及び純資産合計 18,639 100.0 19,510 100.0 19,128 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,562 100.0 8,736 100.0 18,727 100.0

Ⅱ 売上原価 4,614 53.9 4,976 57.0 10,632 56.8

   売上総利益 3,947 46.1 3,760 43.0 8,095 43.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 3,242 37.9 3,435 39.3 6,638 35.4

   営業利益 704 8.2 324 3.7 1,456 7.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 4 2 5

 ２ 仕入割引 7 7 16

 ３ 賃貸収入 16 14 31

 ４ 為替差益 8 207 137

 ５ その他 21 58 0.7 20 252 2.9 47 238 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 24 33 56

 ２ 売上割引 104 106 218

 ３ その他 13 141 1.7 6 146 1.7 42 317 1.7

   経常利益 621 7.3 431 4.9 1,376 7.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 0 1 0

 ２ 包括的長期為替予約 
   評価益

13 － 24

 ３ 貸倒引当金戻入益 19 33 0.3 － 1 0.0 7 32 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 ※2 0 8 1

 ２ 本社移転費用 ※3 179 － 179

 ３ 家具倉庫撤収費用 ※4 85 142 214

 ４ 過年度製品保証 
   引当金繰入額

－ － 144

 ５ 包括的長期為替予約 
   評価損

－ 182 －

 ６ その他デリバティブ 
   評価損

－ 265 3.1 40 373 4.3 － 540 2.9

   税金等調整前 
   中間（当期）純利益

389 4.5 59 0.7 868 4.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

38 38 446

   法人税等調整額 228 267 3.1 59 98 1.1 68 515 2.7

   少数株主利益 (減算)5 △0.0 (減算)0 △0.0 (減算)0 △0.0

   中間（当期）純利益 
   又は中間純損失(△)

116 1.4 △39 △0.4 352 1.9



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,529 2,175 3,746 △79 9,372

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △198 △198

 役員賞与 △12 △12

 中間純利益 116 116

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 2 15 17

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 2 △93 11 △79

平成18年９月30日残高(百万円) 3,529 2,177 3,652 △67 9,292

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 71 ― 48 119 159 9,650

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △198

 役員賞与 △12

 中間純利益 116

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 17

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△13 △46 45 △14 1 △12

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△13 △46 45 △14 1 △92

平成18年９月30日残高(百万円) 57 △46 93 105 160 9,558



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,529 2,177 3,723 △64 9,366

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △165 △165

 中間純損失 △39 △39

 自己株式の処分 △1 33 32

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1 △205 33 △172

平成19年９月30日残高(百万円) 3,529 2,176 3,518 △30 9,193

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 53 321 371 746 226 10,338

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △165

 中間純損失 △39

 自己株式の処分 32

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△19 33 46 60 △219 △159

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△19 33 46 60 △219 △331

平成19年９月30日残高(百万円) 33 354 417 806 6 10,006



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,529 2,175 3,746 △79 9,372

連結会計年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △198 △198

 剰余金の配当 △165 △165

 利益処分による役員賞与 △12 △12

 当期純利益 352 352

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 2 18 20

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 2 △23 15 △6

平成19年３月31日残高(百万円) 3,529 2,177 3,723 △64 9,366

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 71 ― 48 119 159 9,650

連結会計年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △198

 剰余金の配当 △165

 利益処分による役員賞与 △12

 当期純利益 352

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 20

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△17 321 323 627 66 693

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△17 321 323 627 66 687

平成19年３月31日残高(百万円) 53 321 371 746 226 10,338



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
    キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

389 59 868

 ２ 減価償却費 197 279 472

 ３ 貸倒引当金の増減額 
   (△は減少)

△19 41 △2

 ４ 賞与引当金の増減額 
   (△は減少)

△145 △138 △41

 ５ 役員賞与引当金の増減額 
   (△は減少)

－ △12 12

 ６ 製品保証引当金の増減額  
   (△は減少)

－ 50 235

 ７ 退職給付引当金の増減額  
   (△は減少)

12 19 23

 ８ 役員退職慰労引当金の 
   増減額(△は減少)

6 △42 14

 ９ 受取利息及び受取配当金 △4 △2 △5

 10 支払利息 24 33 56

 11 固定資産除売却損 0 8 1

 12 本社移転費用 179 － 179

 13 包括的長期為替予約 
   評価損益(△は評価益)

△13 223 △24

 14 売上債権の増減額 
   (△は増加)

330 311 12

 15 たな資産の増減額 
   (△は増加)

△1,194 △581 △1,229

 16 仕入債務の増減額 
   (△は減少)

614 △149 267

 17 未払消費税の増減額 
   (△は減少)

△43 △82 53

 18 未払金の増減額 
   (△は減少)

60 △379 260

 19 役員賞与の支払額 △12 － △12

 20 その他 43 68 80

   小計 425 △296 1,223

 21 利息及び配当金の受取額 8 2 7

 22 利息の支払額 △23 △32 △55

 23 法人税等の支払額 △489 △83 △869

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△79 △409 305



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の増減額 
   (△は増加)

5 － △1

 ２ 有形固定資産の 
   取得による支出

△711 △211 △1,474

 ３ 有形固定資産の 
   売却による収入

27 － 27

 ４ 無形固定資産の 
   取得による支出

△6 △20 △22

 ５ その他 △101 82 △20

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△787 △149 △1,491

Ⅲ 財務活動による 
    キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額 
   (△は減少)

816 297 1,149

 ２ 長期借入による収入 900 1,300 900

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△446 △489 △923

 ４ 社債の償還による支出 △46 △46 △92

 ５ 自己株式処分による収入 17 32 20

 ６ 自己株式取得による支出 △3 － △3

 ７ 配当金の支払額 △196 △165 △367

 ８ 少数株主への配当金の 
   支払額

△5 － △5

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,036 928 679

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

7 9 44

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額（△は減少）

176 377 △461

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,182 721 1,182

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  期末残高

1,358 1,098 721



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

子会社は下記の３社であり

全て連結しております。

(1) ENDO LIGHTING 

  (THAILAND) PUBLIC 

  CO., LTD.

(2) 昆山恩都照明有限公司

(3) イーシームズ株式会社

同左 同左

２ 持分法の適用に関

する事項

該当事項はありません。 同左 同左

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

ENDO LIGHTING (THAILAND) 

PUBLIC CO., LTD.及びイー

シームズ株式会社の中間決

算日は中間連結決算日と一

致しております。 

昆山恩都照明有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。

同左 ENDO LIGHTING (THAILAND) 

PUBLIC CO., LTD.及びイー

シームズ株式会社の決算日

は連結決算日と一致してお

ります。 

昆山恩都照明有限公司の決

算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 (イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間連結会計期間

末日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は、移動平均法

により算定)を採

用しております。

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 (イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 (イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末日

の市場価格等に基

づく時価法(評価

差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)を採用してお

ります。

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法を採用して

おります。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (ロ)デリバティブ取引に

より生じる債権債務

    時価法

 (ロ)デリバティブ取引に

より生じる債権債務

   同左

 (ロ)デリバティブ取引に

より生じる債権債務

   同左

 (ハ)たな卸資産

   原材料・製品・商品

    主として移動平均

法による原価法を

採用しておりま

す。

 (ハ)たな卸資産

   原材料・製品・商品

同左

 (ハ)たな卸資産

   原材料・製品・商品

同左

   未成工事支出金

    個別法による原価

法を採用しており

ます。

   未成工事支出金

同左

   未成工事支出金

同左

   貯蔵品

    個別法による原価

法を採用しており

ます。

   貯蔵品

同左

   貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

 (イ)有形固定資産

   当社及び国内連結子

会社は定率法(ただ

し、平成10年４月１

日以降に取得した建

物(建物附属設備は

除く)及び国内連結

子会社のレンタル資

産については定額

法)を採用し、在外

連結子会社は定額法

を採用しておりま

す。

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

   建物及び構築物

５～50年

   機械装置及び運搬具

５～15年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

 (イ)有形固定資産

   同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

 (イ)有形固定資産

   当社及び国内連結子

会社は定率法(ただ

し、平成10年４月１

日以降に取得した建

物(建物附属設備は

除く)及び国内連結

子会社のレンタル資

産については定額

法)を採用し、在外

連結子会社は定額法

を採用しておりま

す。

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

   建物及び構築物

５～50年

   機械装置及び運搬具

５～15年



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

(会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社

では、法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正する

法律 平成19年3月30日

法律第6号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政

令 平成19年3月30日 政

令第83号))に伴い、当中間

連結会計期間から、平成19

年4月1日以降に取得したも

のについては改正後の法人

税法に基づく方法に変更し

ております。

 これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益への影響は軽微で

あります。

(追加情報)

 当社及び国内連結子会社

では、当中間連結会計期間

から、平成19年3月31日以

前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から5年

間で均等償却する方法によ

っております。 

 これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益への影響は軽微で

あります。 

 

  

   

  



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (ロ)無形固定資産

   当社及び国内連結子

会社は定額法を採用

し、在外連結子会社

は所在地国の会計基

準に基づく定額法を

採用しております。

   なお、当社及び国内

連結子会社の自社利

用のソフトウェアに

ついては、社内にお

ける利用可能期間

（５年）に基づいて

おります。

 (ロ)無形固定資産

     同左

 (ロ)無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

  (イ)貸倒引当金

   債権の貸倒による損

失に備えるため、一

般債権については貸

倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の

債権については、個

別に回収可能性を検

討し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基

準

  (イ)貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

  (イ)貸倒引当金

同左

  (ロ)賞与引当金

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、当中間連

結会計期間に対応す

る賞与支給見込額を

計上しております。

  (ロ)賞与引当金

同左

  (ロ)賞与引当金

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、当連結会

計年度に対応する賞

与支給見込額を計上

しております。

  (ハ) ―――

   

  (ハ) ―――

   

  (ハ)役員賞与引当金

   役員賞与の支出に備

えるため、支給見込

額を計上しておりま

す。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (ニ) ―――   (ニ)製品保証引当金

   製品販売後に発生す

る当社負担の保守交

換に係る費用に備え

るため、過去の実績

等に基づく将来発生

見込額を計上してお

ります。

   

  (ニ)製品保証引当金

   製品販売後に発生す

る当社負担の保守交

換に係る費用に備え

るため、過去の実績

等に基づく将来発生

見込額を計上してお

ります。

   (追加情報)

   従来、製品販売後に

発生する当社負担の

保守交換に係る費用

については、保守交

換作業発生時の費用

として計上しており

ましたが、当連結会

計年度から過去の実

績等に基づく将来発

生見込額を製品保証

引当金として計上す

る方法に変更してお

ります。この変更は

当該費用の将来発生

見込額の重要性が増

してきたことから、

期間損益の適正化及

び財務体質の健全化

を目的としたもので

あり ます。この 結

果、営業利益、経常

利益は91百万円減少

し、税金等調整前当

期純利益は2億35百

万円減少しておりま

す。

  (ホ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。

   なお、会計基準変更

時差異については、

15年による按分額を

収益計上しておりま

す。

   また、数理計算上の

差異は、その発生時

の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定

の年数(５年)による

按分額(定額法)をそ

れぞれ発生の翌事業

年度から費用処理し

ております。

 (ホ)退職給付引当金

同左

  (ホ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当事業年度末

において発生してい

ると認められる額を

計上しております。

   なお、会計基準変更

時差異については、

15年による按分額を

収益計上しておりま

す。

   また、数理計算上の

差異は、その発生時

の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定

の年数(５年)による

按分額(定額法)をそ

れぞれ発生の翌事業

年度から費用処理し

ております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (へ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当中間連結会

計期間末の要支給額を

計上しております。

 (へ)役員退職慰労引当金

同左

 (へ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当連結会計年

度末の要支給額を計上

しております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産

の部における為替換算

調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上して

おります。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

  外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債並び

に収益及び費用は、決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘

定及び少数株主持分に

含めて計上しておりま

す。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。なお、在

外連結子会社について

のリース取引を含む固

定資産の会計処理は、

所在地国の会計処理基

準によっております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。なお、在

外連結子会社について

のリース取引を含む固

定資産の会計処理は、

所在地国の会計処理基

準によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

 (イ)ヘッジ会計の方法

   当社及び連結子会社

は為替予約が付され

た外貨建予定取引に

ついて、繰延ヘッジ

処理の適用要件を満

たすものについては

繰延ヘッジ処理を行

っており、金利スワ

ップについてはすべ

て特例処理の要件を

満たすため、特例処

理を行っておりま

す。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

   ヘッジ手段

    為替予約及び 

    金利スワップ

   ヘッジ対象

    外貨建予定取引 

    及び借入金

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

     

   

    

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

 

 (ハ)ヘッジ方針

   当社及び連結子会社

は、為替変動リスク

及び借入金の金利変

動リスクを回避する

目的で、繰延ヘッジ

処理及び金利スワッ

プ取引を行っており

ます。

 (ハ)ヘッジ方針

   当社及び連結子会社

は、為替変動リスク

及び借入金の金利変

動リスクを回避する

目的で、為替予約取

引及び金利スワップ

取引を行っておりま

す。

 (ハ)ヘッジ方針

   当社及び連結子会社

は、為替変動リスク

及び借入金の金利変

動リスクを回避する

目的で、為替予約取

引及び金利スワップ

取引を行っておりま

す。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法

   ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累

計を比較し、両者の

変動額等を基礎にし

て判断しておりま

す。特例処理によっ

ている金利スワップ

については、有効性

の評価を省略してお

ります。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法

同左

 (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法

同左

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

   消費税の会計処理

   税抜方式によってお

ります。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

   消費税の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

   消費税の会計処理

同左

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー

計算書における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。 

 これにより従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益はそれぞれ12百万円減少

しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

 これにより「繰延ヘッジ損益」

は、税効果調整後の金額を「評価・

換算差額等」の内訳科目の「繰延ヘ

ッジ損益」として表示しておりま

す。 

 なお、前中間連結会計期間におい

て繰延ヘッジ損益はなく、これによ

る損益に与える影響はありません。 

 また、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,444百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これにより、前連結会計年度にお

いて「利益剰余金」の次に表示して

おりました「為替換算調整勘定」

は、当連結会計年度から「評価・換

算差額等」の内訳科目として、「繰

延ヘッジ損益」は、税効果調整後の

金額を「評価・換算差額等」の内訳

科目の「繰延ヘッジ損益」としてそ

れぞれ表示しております。 

 なお、前連結会計年度において繰

延ヘッジ損益はありません。 

 また、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,790百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産及び対

応債務

担保提供資産

建物 428百万円

土地 1,704

計 2,132

対応債務

短期借入金 502百万円

１年以内 
返済予定長期 
借入金

621

長期借入金 689

計 1,813

 

※１ 担保に供している資産及び対

応債務

担保提供資産

建物 357百万円

土地 1,704

計 2,061

対応債務

短期借入金 957百万円

１年以内
返済予定長期 
借入金

639

長期借入金 912

計 2,509

 

※１ 担保に供している資産及び対

応債務

担保提供資産

建物 413百万円

土地 1,704

計 2,117

対応債務

短期借入金 770百万円

１年以内
返済予定長期 
借入金

547

長期借入金 433

計 1,750

※２ 偶発債務

手形債権流動化に伴う買戻し

義務額    129百万円

※２ 偶発債務

手形債権流動化に伴う買戻し

義務額     44百万円

※２ 偶発債務

手形債権流動化に伴う買戻し

義務額      108百万円

※３ 偶発事象

家具関連事業の有明倉庫退去

に伴う原状回復費用等の費用

負担について貸主と係争中で

あり、その結果によっては新

たな費用負担が発生する可能

性があります。 

 なお、係争の具体的な内容

については、[中間連結財務

諸表等](２)[その他](訴訟)

に記載しております。

※３     ――― ※３     ―――

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満

期日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高から除かれてお

ります。

受取手形    36百万円

※４     ――― ※４ 連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日

に決済が行われたものとして

処理しております。 

 なお、当連結会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計期間末日満

期手形が連結会計期間末残高

から除かれております。 

 

受取手形    41百万円



次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。

広告宣伝費 232百万円

発送配達費 305

給与手当 979

賞与引当金 
繰入額

269

退職給付費用 60

賃借料 248

減価償却費 111
 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。

広告宣伝費 158百万円

発送配達費 365

給与手当 1,055

賞与引当金
繰入額

244

退職給付費用 65

賃借料 180

減価償却費 147

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。

広告宣伝費 351百万円

発送配達費 717

給与手当 2,165

賞与引当金
繰入額

383

製品保証
引当金繰入額

91

退職給付費用 120

賃借料 429

減価償却費 248

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。

除却損

その他 0百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。

除却損

その他 8百万円

※２     ―――

※３ 本社移転費用は、本年７月の

本社移転に係わる費用であ

り、その内訳は次のとおりで

あります。

原状回復費用 75百万円

固定資産除却損

 建物及び構築物 100百万円

 その他 3百万円

※３     ――― ※３ 本社移転費用は、平成18年7月

の本社移転に係わる費用であ

り、その内訳は次の通りであ

ります。

原状回復費用 75百万円

固定資産除却損

 建物及び構築物 100百万円

 その他 3百万円

※４ 家具倉庫撤収費用は、現在、

賃貸契約解除に関して訴訟中

の事業運営をしていない有明

倉庫の賃借料等であります。

※４ 家具倉庫撤収費用は、和解成

立に伴う有明倉庫の原状回復

費用等であります。

※４ 家具倉庫撤収費用は、現在、

事業運営をしていない有明倉

庫の賃借料であります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   2千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元株式の市場への処分による減少  44千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 13,462 ― ― 13,462

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 234 2 44 193

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 198 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月16日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 165 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 従業員のストックオプション権利行使による減少   96千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 13,462 ― ― 13,462

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 184 ― 96 88

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 165 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月12日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 167 12.50 平成19年9月30日 平成19年12月5日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    2千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 当社役員及び従業員のストックオプションの権利行使による減少   53千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 13,462 ― ― 13,462

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 234 2 53 184

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 198 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月16日 
取締役会

普通株式 165 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 165 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,358百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

―

現金及び 
現金同等物

1,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,106百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△7

現金及び 
現金同等物

1,098

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 728百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△7

現金及び
現金同等物

721



次へ 

(リース取引関係) 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他)

75 56 19

無形固定資
産(ソフトウ
ェア)

146 96 50

有形固定資
産(機械装置
及び運搬具)

7 5 1

合計 230 159 71

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他)

91 47 43

無形固定資
産(ソフトウ
ェア)

122 96 25

有形固定資
産(機械装置
及び運搬具)

19 12 6

合計 233 157 75

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

有形固定資
産(その他)

91 38 53

無形固定資
産(ソフトウ
ェア)

122 84 38

有形固定資
産(機械装置
及び運搬具)

12 10 1

合計 226 133 93

(注) なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっており

ます。

(注)     同左 (注) なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっております。

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 37百万円

１年超 33

計 71

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 31百万円

１年超 44

計 75

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 41百万円

１年超 51

計 93

(注) なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっております。

(注)     同左 (注) なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっ

ております。

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額

支払リース料 24百万円

減価償却費 
相当額

24

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額

支払リース料 24百万円

減価償却費
相当額

24

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額

支払リース料 44百万円

減価償却費
相当額

44

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率に

ある銘柄のうち過去2年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

ただし、当中間会計期間においては、当該事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率に

ある銘柄のうち過去2年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

ただし、当中間会計期間においては、当該事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) その他有価証券

  株式 39 136 97

計 39 136 97

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

  非上場株式 3

計 3

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) その他有価証券

  株式 67 124 57

計 67 124 57

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

  非上場株式 3

計 3



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率に

ある銘柄のうち過去２年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

ただし、当連結会計年度においては、当該事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) その他有価証券

  株式 41 131 89

計 41 131 89

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

  非上場株式 3

計 3



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計を適用したものは、注記の対象から除いております。 

  

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

(1) オプション取引

 買建

  米ドルコール 
  円プット

661 579 63 63

 売建

  米ドルプット 
  円コール

661 579 △32 △32

(2) スワップ取引

  受取米ドル 
  支払円

469 411 24 24

合計 ― ― 55 55



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計を適用したものは、注記の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

(1) オプション取引

 買建

  米ドルコール 
  円プット

1,642 1,454 212 212

  ユーロコール
  円プット

817 734 77 77

 売建

  米ドルプット 
  円コール

2,937 2,618 △186 △186

  ユーロプット 
  円コール

1,753 1,575 △156 △156

(3) スワップ取引

  受取米ドル 
  支払円

416 358 24 24

  受取ユーロ 
  支払円

3,335 3,335 △87 △87

  アルミニウム 465 417 △40 △40

合計 ― ― △156 △156



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計を適用したものは、注記の対象から除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日)

種類
契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

(1) オプション取引

 買建

  米ドルコール 
  円プット

620 538 62 62

 売建

  米ドルプット 
  円コール

620 538 △24 △24

(2) スワップ取引

  受取米ドル 
  支払円

440 382 29 29

合計 ― ― 66 66



前へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

 
  

 ② 単価情報 

 
  

  会社名   提出会社

  決議年月日   平成14年６月27日

  付与対象者の区分及び人数(名)   当社従業員126

  株式の種類及び付与数(株)   普通株式 291,000

  付与日   平成14年7月25日

  権利確定条件   権利確定条件は付しておりません

  対象勤務期間   対象勤務期間の定めはありません

  権利行使期間
  平成16年７月１日
  ～平成19年６月25日

  会社名   提出会社

  決議年月日   平成15年６月27日

  付与対象者の区分及び人数(名)   当社取締役５

  株式の種類及び付与数(株)   普通株式 100,000

  付与日   平成15年7月24日

  権利確定条件   権利確定条件は付しておりません

  対象勤務期間   対象勤務期間の定めはありません

  権利行使期間
  平成17年７月１日
  ～平成20年６月25日

  会社名 提出会社 提出会社

  決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日

  権利確定前

   期首（株） 156,000 50,000

   付与（株） ― ―

   失効（株） ― 20,000

   権利確定（株） 156,000 30,000

   未確定残（株） ― ―

  権利確定後

   期首（株） ― ―

   権利確定（株） 156,000 30,000

   権利行使（株） 23,000 30,000

   失効（株） ― ―

   未行使残（株） 133,000 ―

  会社名 提出会社 提出会社

  決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日

  権利行使価格(円) 338 425

  行使時平均株価（円） ― ―

  付与日における公正な評価単価（円） ― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

ａ 前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具、蛍光灯器具、レンタル等)及び

家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用380百万円が含まれてお

ります。 

  

ｂ 当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具、蛍光灯器具、レンタル等)及び

家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用381百万円が含まれてお

ります。 

  

照明器具 
関連事業 
(百万円)

家具関連事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,330 232 8,562 ― 8,562

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 8,330 232 8,562 (―) 8,562

  営業費用 7,027 449 7,477 380 7,857

  営業利益又は営業損失(△) 1,302 △217 1,085 (380) 704

照明器具 
関連事業 
(百万円)

家具関連事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,460 276 8,736 ― 8,736

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 8,460 276 8,736 (―) 8,736

  営業費用 7,455 575 8,030 381 8,411

  営業利益又は営業損失(△) 1,004 △298 706 (381) 324



ｃ 前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具・レンタル等)及び

家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用728百万円が含まれてお

ります。 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 会計処理の変更(役員賞与に関する会計基準)に記載の

通り、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度

における営業費用は「照明器具関連事業」が12百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

なお、家具関連事業への影響はありません。 

  

照明器具 
関連事業 
(百万円)

家具関連事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 17,907 820 18,727 ― 18,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 17,907 820 18,727 ― 18,727

  営業費用 15,356 1,185 16,542 728 17,270

  営業利益又は営業損失(△) 2,550 △365 2,184 (728) 1,456



【所在地別セグメント情報】 

ａ 前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

  アジア………タイ、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用380百万円を含めております。その主なものは親

会社の管理部門に係る費用であります。 

  

ｂ 当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

  アジア………タイ、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用381百万円を含めております。その主なものは親

会社の管理部門に係る費用であります。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,450 112 8,562 ― 8,562

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 1,499 1,501 (1,501) ―

計 8,452 1,611 10,064 (1,501) 8,562

  営業費用 7,470 1,625 9,096 (1,239) 7,857

 営業利益又は営業損失（△） 981 △14 967 (262) 704

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,447 289 8,736 ― 8,736

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 1,742 1,743 (1,743) ―

計 8,448 2,031 10,479 (1,743) 8,736

  営業費用 7,827 2,174 10,001 (1,589) 8,411

 営業利益又は営業損失（△） 620 △142 478 (153) 324



ｃ 前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

  アジア………タイ、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用728百万円を含めております。その主なものは親

会社の管理部門に係る費用であります。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、海外売上高は連結売上高の10％

未満のため、記載を省略しております。 

  

  

(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円)

連結(百万円)

 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 18,329 397 18,727 ― 18,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3 3,510 3,514 (3,514) ―

計 18,333 3,908 22,241 (3,514) 18,727

  営業費用 16,081 4,223 20,305 (3,034) 17,270

 営業利益又は営業損失(△) 2,251 △315 1,936 (479) 1,456



(１株当たり情報) 

  

 
なお、当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり

中間純損失であるため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額
708円25銭

１株当たり純資産額
747円72銭

１株当たり純資産額
761円60銭

１株当たり中間純利益
8円80銭

１株当たり中間純損失
2円93銭

１株当たり当期純利益
26円62銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益

8円72銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益

－円－銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

26円42銭

項目
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 9,558 10,006 10,338

普通株式に係る純資産額(百万円) 9,397 9,999 10,112

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分

 

160

 

6

 

226

普通株式の発行済株式数(千株) 13,462 13,462 13,462

普通株式の自己株式数(千株) 193 88 184

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 13,268 13,373 13,277

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）(百万円)

116 △39 352

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△）（百万円)

116 △39 352

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,246 13,337 13,258

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益の算定に用いられた 
普通株式増加数(千株) 
(うち新株予約権(千株))

116
(116)

―
(－)

99
(99)



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― ――― 月島倉庫㈱との和解成立について

 家具関連事業の有明倉庫におい

て、退去を余儀なくされる事由が起

こり、貸主の月島倉庫㈱に対して賃

貸借契約の貸主事由による途中解約

の有効性及び倉庫撤退損害賠償につ

き係争中でありましたが、平成19年

６月15日に東京地方裁判所において

裁判官から和解の提案が出されまし

た。

 当社といたしましては、損害賠償

請求は認められなかったものの裁判

の長期化は得策でないと判断し、

終合意に至りました。

 なお、和解成立により、下記費用

負担が生じますが、賃借料等の内

214百万円につきましては当期（平

成19年３月期）に計上しておりま

す。

 従いまして、平成20年３月期に

は、原状回復費用等により142百万

円の費用負担が新たに発生いたしま

す。

１. 賃借料負担

平成18年５月１日から平成19年

５月10日（原状回復工事完了ま

で）の賃借料等  222百万円

２. 同遅延損害金

13百万円

３. 原状回復費用

121百万円



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

第36期中間会計期間末

(平成18年９月30日)

第37期中間会計期間末

(平成19年９月30日)

第36期事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,122 693 385

 ２ 受取手形 633 820 549

 ３ 売掛金 ※5 2,855 2,657 3,200

 ４ たな卸資産 3,700 4,063 3,588

 ５ 未収入金 ※3 815 476 662

 ６ 繰延税金資産 257 351 431

 ７ その他 278 145 293

   貸倒引当金 △14 △16 △16

流動資産合計 9,650 54.1 9,192 51.6 9,095 52.2

Ⅱ 固定資産

 (1)有形固定資産

  １ 建物 ※1.2 1,859 1,761 1,799

  ２ 土地 ※2 2,640 2,640 2,640

  ３ その他 ※1 249 198 214

有形固定資産合計 4,749 26.6 4,600 25.8 4,654 26.7

 (2)無形固定資産 154 0.9 126 0.7 136 0.8

 (3)投資その他の資産

  １ 関係会社株式 1,310 1,558 1,310

  ２ 長期貸付金 651 1,125 925

  ３ 繰延税金資産 587 585 553

  ４ その他 923 883 964

    貸倒引当金 △199 △253 △211

  投資その他の資産合計 3,274 18.4 3,900 21.9 3,543 20.3

  固定資産合計 8,178 45.9 8,626 48.4 8,334 47.8

  資産合計 17,828 100.0 17,819 100.0 17,429 100.0



第36期中間会計期間末

(平成18年９月30日)

第37期中間会計期間末

(平成19年９月30日)

第36期事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 2,082 1,827 2,027

 ２ 買掛金 1,526 1,249 1,207

 ３ 短期借入金 ※2 722 1,227 930

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金

※2 910 996 836

 ５ １年以内償還予定 
   社債

92 254 300

 ６ 未払金 451 369 648

 ７ 未払法人税等 52 51 102

 ８ 賞与引当金 280 238 372

 ９ 役員賞与引当金 － － 12

 10 製品保証引当金 － 285 235

 11 その他 ※6 836 284 324

   流動負債合計 6,953 39.0 6,783 38.1 6,995 40.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 254 － －

 ２ 長期借入金 ※2 1,061 1,309 659

 ３ 退職給付引当金 206 237 217

 ４ 役員退職慰労引当金 364 329 372

 ５ その他 66 188 69

   固定負債合計 1,951 11.0 2,065 11.6 1,319 7.6

   負債合計 8,905 50.0 8,849 49.7 8,315 47.7



第36期中間会計期間末

(平成18年９月30日)

第37期中間会計期間末

(平成19年９月30日)

第36期事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 (1)資本金 3,529 19.8 3,529 19.8 3,529 20.2

 (2)資本剰余金

  １ 資本準備金 2,169 2,169 2,169

  ２ その他資本剰余金 8 7 8

   資本剰余金合計 2,177 12.2 2,176 12.2 2,177 12.5

 (3)利益剰余金

  １ 利益準備金 21 21 21

  ２ その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 3,204 3,239 3,397

   利益剰余金合計 3,225 18.1 3,260 18.3 3,418 19.6

 (4)自己株式 △67 △0.4 △30 △0.2 △64 △0.4

  株主資本合計 8,865 49.7 8,936 50.1 9,061 51.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評 
   価差額金

57 33 53

   評価・換算差額等 
   合計

57 0.3 33 0.2 53 0.4

   純資産合計 8,922 50.0 8,969 50.3 9,114 52.3

   負債・純資産合計 17,828 100.0 17,819 100.0 17,429 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,495 100.0 8,597 100.0 18,407 100.0

Ⅱ 売上原価 4,722 55.6 4,913 57.2 10,545 57.3

   売上総利益 3,773 44.4 3,683 42.8 7,862 42.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,049 35.9 3,175 36.9 6,118 33.2

   営業利益 723 8.5 508 5.9 1,744 9.5

Ⅳ 営業外収益 ※1 93 1.1 60 0.7 156 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 134 1.6 136 1.6 297 1.6

   経常利益 682 8.0 432 5.0 1,603 8.7

Ⅵ 特別利益 ※3 32 0.4 1 0.0 29 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4 265 3.1 332 3.9 540 2.9

   税引前中間(当期) 
   純利益

450 5.3 101 1.2 1,092 5.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

24 31 445

   法人税等調整額 217 242 2.9 61 92 1.1 80 525 2.8

   中間(当期)純利益 207 2.4 8 0.1 566 3.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

第36期中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,529 2,169 6 2,175

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 役員賞与

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 2 2

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 2 2

平成18年９月30日残高(百万円) 3,529 2,169 8 2,177

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合計
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 21 3,206 3,228 △79 8,853

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △198 △198 △198

 役員賞与 △12 △12 △12

 中間純利益 207 207 207

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 15 17

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △2 △2 11 11

平成18年９月30日残高(百万円) 21 3,204 3,225 △67 8,865

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 71 71 8,924

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △198

 役員賞与 △12

 中間純利益 207

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 17

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△13 △13 △13

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△13 △13 △1

平成18年９月30日残高(百万円) 57 57 8,922



第37期中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,529 2,169 8 2,177

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純利益

 自己株式の処分 △1 △1

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― △1 △1

平成19年９月30日残高(百万円) 3,529 2,169 7 2,176

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合計
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 21 3,397 3,418 △64 9,061

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △165 △165 △165

 中間純利益 8 8 8

 自己株式の処分 33 32

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △157 △157 33 △125

平成19年９月30日残高(百万円) 21 3,239 3,260 △30 8,936

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 53 53 9,114

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △165

 中間純利益 8

 自己株式の処分 32

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△19 △19 △19

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△19 △19 △144

平成19年９月30日残高(百万円) 33 33 8,969



第36期事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,529 2,169 6 2,175

事業年度中の変動額

 利益処分による利益配当

 剰余金の配当

 利益処分による役員賞与

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 2 2

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 2 2

平成19年３月31日残高(百万円) 3,529 2,169 8 2,177

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合計
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 21 3,206 3,228 △79 8,853

事業年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △198 △198 △198

 剰余金の配当 △165 △165 △165

 利益処分による役員賞与 △12 △12 △12

 当期純利益 566 566 566

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 18 20

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― 190 190 15 207

平成19年３月31日残高(百万円) 21 3,397 3,418 △64 9,061

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 71 71 8,924

事業年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △198

 剰余金の配当 △165

 利益処分による役員賞与 △12

 当期純利益 566

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 20

 株主資本以外の項目の事業年度中の 
 変動額(純額)

△17 △17 △17

事業年度中の変動額合計(百万円) △17 △17 189

平成19年３月31日残高(百万円) 53 53 9,114



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間会計期間末日

の市場価格等に基

づく時価法(評価

差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)を採用してお

ります。

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定)を採用

しております。

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法を採用して

おります。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権債務

   時価法

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権債務

     同左

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権債務

     同左

(3) たな卸資産

  原材料・製品・商品

   移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

(3) たな卸資産

  原材料・製品・商品

同左

(3) たな卸資産

  原材料・製品・商品

同左

  未成工事支出金

   個別法による原価法

を採用しておりま

す。

  未成工事支出金

同左

  未成工事支出金

同左

  貯蔵品

   個別法による原価法

を採用しておりま

す。

  貯蔵品

同左

  貯蔵品

同左



項目
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっておりま

す。ただし、平成10年

４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備

は除く)については、

定額法によっておりま

す。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

  建物及び構築物

５～50年

  機械装置及び運搬具

５～15年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

  定率法によっておりま

す。ただし、平成10年

４月１日以降に取得し

た建物（建物付属設備

は除く）については、

定額法によっておりま

す。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

  建物及び構築物 

５～50年

  機械装置及び運搬具

５～15年

（会計方針の変更）
 法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年3月30日 法律第6

号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成

19年3月30日 政令第83

号))に伴い、当中間会計期

間から、平成19年4月1日以

降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益への影響は軽微で

あります。

（追加情報）
当中間会計期間から、平成

19年3月31日以前に取得した
ものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した翌年
から5年間で均等償却する方
法によっております。 
 これによる営業利益、経常
利益及び税金等調整前中間純
利益への影響は、軽微であり
ます。



項目
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェ

アについて、社内にお

ける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を

採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

     同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当中間会計期間

に対応する賞与支給見

込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当会計年度に対

応する賞与支給見込額

を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

―――

(3) 役員賞与引当金

―――

  

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備え

るため、支給見込額を

計上しております。

(4) 製品保証引当金

―――

(4) 製品保証引当金

  製品販売後に発生する

当社負担の保守交換に

係る費用に備えるた

め、過去の実績等に基

づく将来発生見込額を

計上しております。

  

(4) 製品保証引当金

  製品販売後に発生する

当社負担の保守交換に

係る費用に備えるた

め、過去の実績等に基

づく将来発生見込額を

計上しております。

  (追加情報)

  従来、製品販売後に発

生する当社負担の保守

交換に係る費用につい

ては、保守交換作業発

生時の費用として計上

しておりましたが、当

事業年度から過去の実

績等に基づく将来発生

見込額を製品保証引当

金として計上する方法

に変更しております。

この変更は当該費用の

将来発生見込額の重要

性が増してきたことか

ら、期間損益の適正化

及び財務体質の健全化

を目的としたものであ

ります。この結果、営

業利益、経常利益は91

百万円減少し、税引前

当期純利益は2億35百

万円減少しておりま

す。



項目
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を収益計

上しております。

  また、数理計算上の差

異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額(定額法)をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理しておりま

す。

(5) 退職給付引当金

同左

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき当事業年度

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を収益計

上しております。

  また、数理計算上の差

異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額(定額法)をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理しておりま

す。

(6) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当中間会計期

間末の要支給額を計上

しております。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

(6) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当事業年度末

の要支給額を計上して

おります。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。

同左 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左



 
  

項目
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップはすべて

特例処理の要件を満た

すため、特例処理を行

っております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

     同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

   ヘッジ手段

    …金利スワップ

   ヘッジ対象

    …借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

     同左

(3) ヘッジ方針

  当社は、借入金の金利

変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ

取引を行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同左  

(3) ヘッジ方針

     同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  金利スワップは特例処

理によっているため、

有効性の評価を省略し

ております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

     同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 消費税の会計処理

  消費税の会計処理は税

抜方式によっておりま

す。

(1) 消費税の会計処理

同左

(1) 消費税の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

第36期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(役員賞与に関する会計基準)

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

――― (役員賞与に関する会計基準)

 当期から「役員賞与に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年11月29日 企業会計基準第４

号)を適用しております。

 これにより従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ12百万円減少してお

ります。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,922百万円であ

ります。

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

 当期から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,114百万円であ

ります。

 財務諸表等規則の改正により、当

期における財務諸表は、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。



次へ 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

事項
第36期中間会計期間末 
平成18年９月30日

第37期中間会計期間末
平成19年９月30日

第36期事業年度末 
平成19年３月31日

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額

2,819百万円 2,770百万円 2,715百万円

※２ 担保に供してい

る資産及び対応

債務

担保提供資産

建物 428百万円

土地 1,704

計 2,132

担保提供資産

建物 357百万円

土地 1,704

計 2,061

担保提供資産

建物 413百万円

土地 1,704

計 2,117

対応債務

短期 
借入金

502百万円

１年以内 
返済予定 
長期借入
金

621

長期 
借入金

689

計 1,813

対応債務

短期
借入金

957百万円

１年以内
返済予定
長期借入
金

639

長期
借入金

912

計 2,509

対応債務

短期
借入金

770百万円

１年以内 
返済予定 
長期借入
金

547

長期
借入金

433

計 1,750

※３ 偶発債務  手形債権流動化に伴う買

戻し義務額  129百万円

 手形債権流動化に伴う買

戻し義務額  44百万円

 手形債権流動化に伴う買

戻し義務額  108百万円

※４ 偶発事象  家具関連事業の有明倉庫

退去に伴う原状回復費用等

の費用負担について貸主と

係争中であり、その結果に

よっては新たな費用負担が

発生する可能性がありま

す。 

 なお、係争の具体的な内

容については、[中間財務

諸表等](２)[その他](訴

訟)に記載しております。

―――

 

―――

※５ 中間会計期間末

日（期末日）満

期手形の取扱い

 中間会計期間末日満期手

形の会計処理については、

満期日に決済が行われたも

のとして処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計

期間末残高から除かれてお

ります。 

 受取手形  36百万円

     ―――

 

 会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期

日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 なお、当会計期間末日が

金融機関の休日であったた

め、次の会計期間末日満期

手形が、会計期間末残高か

ら除かれております。 

 受取手形  41百万円

※６ 消費税の取扱い 仮払消費税及び仮受消費税

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて記載し

ております。

同左      ―――



(中間損益計算書関係) 

(単位：百万円) 

 

  

事項
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主
要項目

    受取利息 6 9 14

    受取配当金 45 1 45

    賃貸収入 16 14 31

    仕入割引 7 7 16

    為替差益 6 19 26

※２ 営業外費用の主
要項目

    支払利息 16 23 36

    売上割引 104 106 218

※３ 特別利益の主要
項目

    包括的長期為
    替予約評価益

13 ― 24

    貸倒引当金
    戻入益

18 ― 4

※４ 特別損失の主要
項目

    固定資産 
    除売却損

0 7 1 
 

    過年度製品 
    保証引当金繰 
    入額

― ― 144

    本社移転費用 179 ― 179

    家具倉庫 
    撤収費用

85 142 214

    包括的長期為 
       替予約評価損

― 182 ―

※５ 減価償却実施額

    有形固定資産 93 108 210
    無形固定資産 24 25 50



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   2千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元株式の市場への処分による減少  44千株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   従業員のストックオプション権利行使による減少   96千株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   2千株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   当社役員及び従業員のストックオプション権利行使による減少   53千株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 234 2 44 193

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 184 ― 96 88

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 234 2 53 184



(リース取引関係) 

  

 

事項
第36期中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末残高 
相当額 

(百万円)

有形固定 
資産 
(その他)

75 56 19

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア)

146 96 50

合計 222 153 69

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末残高 
相当額 

(百万円)

有形固定 
資産 
(その他)

91 47 43

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア)

122 96 25

合計 213 144 69

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高

相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

有形固定 
資産 
(工具器具
及び備品)

91 38 53

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア)

122 84 38

合計 213 122 91

(注) なお、取得価額相当

額は、未経過リース

料中間期末残高が有

形固定資産の中間期

末残高等に占める割

合が低いため、支払

利子込み法によって

おります。

(注)   同左 (注) なお、取得価額相当

額は、未経過リース

料期末残高が有形固

定資産の期末残高等

に占める割合が低い

ため、支払利子込み

法によっておりま

す。

② 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 36百万円

１年超 33

計 69

② 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 27百万円

１年超 41

計 69

② 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 39百万円

１年超 51

計 91

(注) なお、未経過リース

料中間期末残高相当

額は、未経過リース

料中間期末残高が有

形固定資産の中間期

末残高等に占める割

合が低いため、支払

利子込み法によって

おります。

(注)   同左 (注) なお、未経過リース

料期末残高相当額

は、未経過リース料

期末残高が有形固定

資産の期末残高等に

占める割合が低いた

め、支払利子込み法

によっております。

③ 支払リース料、減価償

却費相当額

支払 
リース料

22百万円

減価償却費 
相当額

22

③ 支払リース料、減価償

却費相当額

支払
リース料

21百万円

減価償却費
相当額

21

③ 支払リース料及び減価

償却費相当額

支払
リース料

40百万円

減価償却費
相当額

40

④ 減価償却費相当額の算

定方法

  リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法によってお

ります。

④ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算

定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

前会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  



前へ 

(重要な後発事象) 

  

 
  

第36期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第37期中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

第36期事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― ――― 月島倉庫㈱との和解成立について

 家具関連事業の有明倉庫におい

て、退去を余儀なくされる事由が起

こり、貸主の月島倉庫㈱に対して賃

貸借契約の貸主事由による途中解約

の有効性及び倉庫撤退損害賠償につ

き係争中でありましたが、平成19年

６月15日に東京地方裁判所において

裁判官から和解の提案が出されまし

た。

 当社といたしましては、損害賠償

請求は認められなかったものの裁判

の長期化は得策でないと判断し、最

終合意に至りました。

 なお、和解成立により、下記費用

負担が生じますが、賃借料等の内

214百万円につきましては当期（平

成19年３月期）に計上しておりま

す。

 従いまして、平成20年３月期に

は、原状回復費用等により142百万

円の費用負担が新たに発生いたしま

す。

１. 賃借料負担

平成18年５月１日から平成19年

５月10日（原状回復工事完了ま

で）の賃借料等  222百万円

２. 同遅延損害金

13百万円

３. 原状回復費用

121百万円



(2) 【その他】 

 (中間配当) 

第37期(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当については、平成19年10月12日開催の

取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

  

① 中間配当による配当金の総額 167百万円

② １株当たりの中間配当金 12円50銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月 5日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第36期)

自 平成18年４月１日至
平成19年３月31日

平成19年６月29日 
近畿財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第36期)

自 平成18年４月１日至
平成19年３月31日

平成19年９月４日 
近畿財務局長に提出。

(2)
自己株券買付状況 
報告書

平成19年12月14日 
近畿財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社遠藤照明の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社遠藤照明及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

①「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、連結会社は当

中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しているため、当該会

計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

②「注記事項(中間連結貸借対照表関係)」に記載されているとおり、連結会社は家具関連事業の有明倉庫退

去に伴う原状回復費用等の費用負担について貸主と係争中であり、その結果によっては新たな費用負担が

発生する可能性がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  石  川  昌  司  ㊞

業務執行社員 公認会計士  柏  木    忠    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社遠藤照明の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社遠藤照明及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  石  川  昌  司  ㊞

業務執行社員 公認会計士  柏  木    忠    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社遠藤照明の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社遠藤照明の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

「注記事項(中間貸借対照表関係)」に記載されているとおり、会社は家具関連事業の有明倉庫退去に伴う原

状回復費用等の費用負担について貸主と係争中であり、その結果によっては新たな費用負担が発生する可

能性がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  石  川  昌  司  ㊞

業務執行社員 公認会計士  柏  木    忠    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社遠藤照明の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第37期事業年度の中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社遠藤照明の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  石  川  昌  司  ㊞

業務執行社員 公認会計士  柏  木    忠    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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